
（別紙） 
            

 

 
 

（ア）アーバンスポーツゾーン ・東京２０２０大会のアーバンスポーツ競技施設等の活用 

（イ）有明テニスの森駅前の 

賑わい 

・集客のできる施設の設置（種別不問） 

・１階又は２階に飲食や休憩ができる店舗の設置 

（ウ）オープンスペース 

（多目的広場） 

・オープンスペースのうち一定程度はアスファルト舗装とし、 

駐車場やイベントスペースとして使用可能 

 
 
 


